
人
工
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娠
中
絶
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）

根

本

猛

一
　

は
じ
め
に

「
一
般
的
に
い
っ
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン

・
コ
ー
ト
は
カ
ロ
リ
ー
ヌ

・
プ
ロ
ダ
ク
ツ

・
コ
ー
ト
だ

っ
た
」（「
ぼ
高
裁
判
所
は
、
一
九
三
八
年
の
カ

ロ
リ
ー
ヌ
・プ
ロ
ダ
ク
ツ
判
（た

で
、
経
済
的
自
由
を
規
制
す
る
立
法
に
は
合
憲
性
の
推
定
が
働
く
と
判
示
し
た
あ
と
、
脚
注
四
―
―

二
〇
〇

年
以
上
の
最
高
裁
判
所
の
歴
史
の
な
か
で
も
最
も
有
名
な
脚
注
の
ひ
と

つ
―
―

で
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
た
。

「
立
法
が
、
文
面
上
、
最
初
の
修
正

一
〇
箇
条
の
個
別
的
禁
止
…
…
の
よ
う
に
、
憲
法
の
個
別
的
禁
止
の
範
囲
内
に
あ
る
と
き
に
は
、
合

憲
性
の
推
定
は
狭

い
範
囲
で
し
か
働
か
な
い
。

望
ま
し
く
な
い
立
法
の
廃
止
を
も
た
ら
す
と
通
常
期
待
さ
れ
る
統
治
過
程
を
制
約
す
る
立
法
が
、
他
の
多
く
の
タ
イ
プ
の
立
法
に
比
べ

て
、
第

一
四
修
正
の

一
般
的
な
禁
上
の
下
で
、
よ
り
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
さ
せ
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
い
ま
や
不
必
要
で

あ
る
。

同
様
の
配
慮
が
、
特
定
の
宗
教
的
、
民
族
的
、
ま
た
は
人
種
的
少
数
者
に
向
け
ら
れ
た
制
定
法
の
審
査
に
あ
て
は
ま
る
か
、
す
な
わ

人
工
妊
娠
中
絶
と
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メ
リ
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合
衆
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最
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裁
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ち
、
孤
立
し
た
少
数
者
に
対
す
る
偏
見
が
少
数
者
を
保
護
す
べ
く
通
常
頼
ら
れ
る
統
治
過
程
の
作
用
を
著
し
く
損
な
う
傾
向
を
も

つ
の

で
、
よ
り
厳
格
な
司
法
審
査
を
必
要
に
す
る
特
別
な
状
況
で
あ
る
か
否
か
も
、
ま
た
調
べ
る
必
要
が
な
い
」

以
来
、
多
少
の
揺
れ
は
あ

っ
た
も
の
の
、
最
高
裁
判
所
は
、
基
本
的
に
こ
の
考
え
方
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
ウ
オ
ー
レ
ン

ｏ
コ
ー

ト
は
そ
の
典
型
で
あ

っ
た
。
ウ
オ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
を
代
表
す
る
二
つ
の
判
決

―
―

人
種
別
学
を
違
憲
と
し
た

一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
判

⌒畑
ど
議
席
配
分
不
均
衡
問
題
の
司
法
審
査
性
を
認
め
た

一
九
六
二
年
の
ベ
ー
カ
ー
判
（た

は
、
こ
の
脚
注
四
か
ら
容
易
に
導
か
れ
る
。
憲
法
上

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
関
す
る
論
争
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た

一
九
六
五
年
の
グ
リ
ズ
ウ
オ
ル
ド
判
（た

は
、
ウ
オ
‐
レ
ン

・
コ
ー
ト
に
よ
っ
て

下
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
づ
け
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
権
利
を
個
別
の
人
権
規
定
に
結
び
付
け
よ
う
と
努
力
し
た
。
カ

ロ
リ
ー
ヌ

・
プ
ロ
ダ
ク
ツ
判
決
に
敬
意
を
払

っ
た
の
で
あ
（
屯

一
九
六
九
年
、
ウ
オ
ー
レ
ン
首
席
裁
判
官
が
引
退
し
、
一
般
に
は
司
法
消
極
主
義
者
と
み
ら
れ
た
バ
ー
ガ
ー
連
邦
控
訴
裁
判
所
裁
判
官
が

後
任
に
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
と
、

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
指
名
し
た
三
人
に
裁
判
官

（ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ

ル
、
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
各
裁
判
官
）
に
よ
っ
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン

・
コ
ー
ト
の
リ
ベ
ラ
ル
な
判
決
は
早
晩
覆
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
た
。

（７
）

し
か
し
、

こ
の
予
想
は
あ
ま
り
当
た
ら
な
か

っ
た
。

（８
）

た
し
か
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
保
守
化
は
刑
事
手
続
の
領
域
で
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
表
現
の
自
由
な
ど
の
第

一
修
正
に
つ
い
て
も
ウ
オ
ー

レ
ン

・
コ
ー
ト
ほ
ど
積
極
的
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

（９
）

一
方
、
ウ
オ
ー
レ
ン

・
コ
ー
ト
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
成
果
も
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
一
九
七

一
年
の
初
め
て
の
違
憲
判
決
に
始
ま
る

性
差
別
の
領
域
で
あ
（兜
ゞ

も
う
ひ
と
つ
は
、
本
稿
の
人
工
妊
娠
中
絶
の
領
域
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
は
、
カ
ロ
リ
ー
ヌ
・
プ
ロ
ダ
ク

ツ
判
決
の
脚
注
四
に
あ
て
は
め
る
の
は
困
難
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
性
は
黒
人
な
ど
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
同
じ
意
味
で
の

「孤
立

し
た
少
数
者
」
で
は
な
い
し
、
人
工
妊
娠
中
絶
が
権
利
章
典
の
個
別
的
禁
止
に
触
れ
る
と
も
い
い
が
た
い
。
そ
し
て
、
ロ
ー
判
決
に
お
い



て
、
バ
ー
ガ
ー

・
コ
ー
ト
は
、
こ
の
権
利
が
実
体
的
適
正
手
続
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ひ
ど
く
あ
つ
さ
り
認
め
て
し
ま
っ
た（哩

で
は
、
バ
ー
ガ
ー

・
コ
ー
ト
の
い
わ
ば

「ま
だ
ら
模
様
の
司
法
積
極
主
義
」
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
は
何
か
。
私
は
、
性
差
別
と
人
工
妊

娠
中
絶
に
は
共
通
の
要
因
が
あ
り
、
そ
れ
は
ラ
イ
フ
ス
グ
イ
ル
が
多
様
化
す
る
世
の
流
れ
へ
の
最
高
裁
判
所
な
り
の
対
応
で
は
な
い
か
と
考

（‐２
）

え

て
い
る
。
他
の
領
域

の
成
果
と
し
て
は
、
非
嫡
出
子
や
未
婚

の
親

へ
の
差
別
の
見
直
し
や
非
伝
統
的
な
家
族

の
保
護
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ

（‐３
）

う
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル

ヘ
の
憲
法
上
の
保
護
を
求
め
る
主
張
の
す

べ
て
に
最
高
裁
判
所
が
同
調
し
た
わ
け
で
は
な

い
。

最
高
裁
判
所
が
そ
の
主
張
を
退
け
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な

」
審

そ
の
な
か
の
最
も
論
争
的
な
テ
ー

マ
で
あ
り
、
賛
否
両
論
が
果
て
る
と
も
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
が
、
人
工
妊
娠
中
絶

の
是
非
で
あ

（‐５
）

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
四
半
世
紀
に
わ
た
る
、
最
高
裁
判
所
を
舞
台
と
す
る
中
絶
支
持
派
と
生
命
支
持
派

（中
絶
反
対
派
）
の
闘
い
の
歴
史

を
振
り
返
り
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
方
を
探
っ
て
み
た
い
。

（
１

）

口
ぞ
ヽ
コ
″ｏ
∽
ｃ
ｕ
『
ｏ
日
の
ｏ
２
月

，

一
０
『
『
↓
Ｑ
ヨ
イ
ー
ー
・
『
ｏ
『
０
■
９
こ
¨
〇
ヨ
∪
Ｆ
ｏ
ｏ
く
２
叶
“

『
日
″９
当
ｐ
Ｏ
星
趾
一
く
巴
暉
０
´

Ｏ
Ｎ
〓
ど
を
。Ｆ
”
ロ
ド

い

（
一
Ｏ
Ｎ
∞
〉

（２
）
Ｃ
ユ
８
Ｑ
∽
５
一８
ヽ
ｏ
弩
ｏ【８
ｏ
”
８
０
Я
Ｆ

ω
Ｒ

ｃ
●

〓
ヽ
貧
０
∞
じ
・

（
つ
ｏ
）

”
『
Ｏ
超
ヨ

く
・
”
ｏ
２
「Ｏ
Ｏ
「
口
０
“
ｏ
”
Ｌ
Ｏ
コ
０
「
↓
Ｏ
ｏ
①
澪
９
・
∞
ヽ
Ｎ
Ｃ
。∽
・
ヽ
∞
∞

（
一
０
い
ヽ
〉

（４
）
”
巴
８
『
メ
〇
闘
Ｊ
∞
い
Ｏ
ｃ
あ
・
】∞
０
（】０
０
Ｎ
Ｙ

（５
）
の
静
ｌ
ｏ
巨
メ
ｏ
ｏ
ヨ
①”一ｏｒ
一Ъ
曽

Ｃ
い

ヽ
さ

含
８
ｏ
）
こ
の
判
決
で
は
、
避
妊
具
の
使
用
を
刑
事
罰
を
も

っ
て
禁
止
す
る
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
法
が
、七
対
二

で
違
憲
と
さ
れ
た
。
五
裁
判
官
の
見
解
を
代
表
す
る
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
「権
利
章
典
の
個
別
的
保
障
は
、
個
別
的
保
障
か
ら
の
放
射
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
半
影
を
も
つ
。
こ
う
し
た
様
々
な
保
障
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

・
ゾ
ー
ン
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
憲
法
上
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
根
拠
を
権
利
章
典
の
個
別
規
定
の

「半
影
」
Ｃ
８
目
３
３
）
に
求
め
た
。
な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
「英
米
判
例
百
選
Ｉ
　
公

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

一
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四
二

法
」

一
二
六
頁

（
一
九
七
八
年
）
に
佐
藤
幸
治
の
解
説
が
あ
る
。

口
ぞ
）
∽ｃ
「
『”
”
ｏ
一〇
ｒ
営
Ｏ
Ｐ

，

〓
ｏ
■
円

，

日
３

”
日

ｍ
９

ｏ
８

５

一
，

』
ｃ
ｅ
ｏ
”巴

ｚ
ｏ
つ
８

”
一ミ

∽
多

０
ロ
ニ
■

３

く
闘
ｒ
Ｌ
Ｏ
Ｆ

ヽ
∞
め

Ｆ

モ

”

０
９
ヨ
一弓

・”
８

”

〓

（
い
０
∞
９

・

と
り
あ
え
ず
、
り
１
ヴ
ィ

（古
賀
正
義
監
訳
）
「最
高
裁
の
逆
流
」
■

九
八

一
年
）。

の
『２
・日
『３
・９
メ己
圏
Ｌ
ｏコ
営
０
一ｒ
ｏ
”
日
器
『
ｏ
８
５
ｋ
ω
め
野
モ
”
ｏ
２
日
亀

「
８
Ｐ
田

貧
出
ｏ
）
「憲
法
の
こ
の
領
域

［性
、
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る

憲
法
判
例
］
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
、
バ
ー
ガ
ー

・
コ
ー
ト
の
創
造
物
で
あ
る
」
。
も
っ
と
も
、
こ
の
論
者
は
、
避
妊
や
人
工
妊
娠
中
絶
に
か
か
わ
る

バ
ー
ガ
ー

・
コ
ー
ト
の
判
決
は
、
社
会
の
安
定
と
い
う
大
義
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
性
的
解
放
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
み
る
。
要
す

る
に
、
社
会
の
安
定
に
人
口
過
剰
は
有
害
で
あ
り
、
望
ま
な
い
妊
娠
も
家
族
の
安
定
を
害
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

拙
稿

「性
差
別
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
由
」
法
経
論
集

（静
岡
大
学
法
経
短
期
大
学
部
）
第
七
五
・七
六
号
三
二
四
頁

（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

「実
体
的
適
正
手
続
」
（∽
ｃ
ｇ
一日
一一お

∪
暉
①
聟
８
ｏ∽し

に
依
拠
し
た
今
世
紀
前
半
の
財
産
権
偏
重
の
諸
判
決
が
、
誤
っ
た
司
法
積
極
主
義
の
代
表
例
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

（‐２
）
Ｊ
置
こ
つ
∽ｏ
”
”
こ暉
」一ｐ
Ｏ
ｏ
”
諄
け̈ｃ
けざ
”
巴
”
『ｏ
けｏ
ｏ一ざ
コ
♂
『
”
①３
ｏコ
巴
Ｆ啓
０降
望
ｐ
一
Ｎ
０
２
２
日Ｆ
Ｆ
コ
黒
・い
０
∞
（【Ｏ
Ｎ
Ｎ
γ

（‐３
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
米
沢
広

一
「子
ど
も

。
家
族

・
憲
法
」
第
二
編

（
一
九
九
二
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

（‐４
）
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
同
性
愛
禁
止
法
の
合
憲
性
を
五
対
四
で
支
持
し
た
。
”
２
お
あ
´
〓
弩
０
■
舞
卜
ざ

ｃ
●

ぁ
０
貧
８
９
・

（‐５
）
こ
の
問
題
に
関
す
る
邦
語
の
文
献
と
し
て
、
松
井
茂
記

「自
己
決
定
権
に
つ
い
て

（
一
と

阪
大
法
学
第
四
五
巻
二
四
五
頁

（
一
九
九
五
年
）、
石
井
美

智
子

「人
工
生
殖
の
法
律
学
」
一
一
七
頁

（
一
九
九
四
年
）、
特
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
つ
い
て
は
、
戸
松
秀
典

「
３
ｏ昌
ｏ
”
判
決
の
傾
向
」
〓

九
八
〇
］

ア
メ
リ
カ
法
五

一
頁
が
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
最
新
の
論
稿
と
し
て
、
藤
田
憲

一
「避
妊

。
人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
」
兵
庫
大
学
論

集
第

一
号

一
二
五
頁

（
一
九
九
六
年
）。
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一
一　
口
‥
判
決

（
一
九
七
三
年
）
―
―
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は

「妊
娠
を
中
止
す
る
か
否
か
に
関
す
る
女
性
の
決
定
権
を
含
む
ほ
ど
に
広
い
」

テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
母
親
の
生
命
を
救
う
目
的
以
外
の
人
工
妊
娠
中
絶
を
禁
止
し
て
い
た

（「古
い
」
タ
イ
プ
の
規
制
法
、
当
時

一
三
州

で
実
施
）。
本
件
の
原
告
で
あ
る
未
婚
の
妊
婦
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
希
望
し
、
こ
の
州
法
が
違
憲
で
あ
る
旨
の
宣
言
的
判
決
な
ど
を
求
め

た
。
連
邦
地
裁
は
、
子
を
生
む
か
否
か
選
択
す
る
権
利
は
第
九
修
正
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
州
法
は
、
漠
然
か
つ
過

度
に
広
汎
で
あ
る
の
で
、
文
面
上
無
効

（違
憲
）
と
判
断
し
た
。
上
訴
を
受
け
た
最
高
裁
判
所
は
、七
対
二
で
、
主
要
部
分
に
つ
い
て
原
判

（‐６
）
．

決
を
維
持
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

法
廷
意
見
は
、
先
例
を
回
顧
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
憲
法
上
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
と
い
う
。
裁
判
官
た
ち

は
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
第

一
修
正
、
第
四
及
び
第
五
修
正
、
権
利
章
典
の
半
影
、
第
九
修
正
、
そ
し
て
第

一
四
修
正
第

一
項
が
保
障
す

る
自
由
の
概
念
を
挙
げ
て
き
た
と
続
け
る
。
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
「
基
本
的
』
ま
た
は

『秩
序
あ
る
自
由
の
概
念
に
内
在

す
る
』
と
み
な
さ
れ
う
る
個
人
の
権
利
の
み
が
、
こ
の
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
保
障
の
な
か
に
含
ま
れ
」
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
、
「結

婚
、
生
殖
、
避
妊
、
家
族
関
係
、
及
び
育
児

・
教
育
に
関
連
す
る
行
為
に
及
ぶ
」
と
す
る
。

「
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権

―
―
我
々
が
考
え
る
よ
う
に
、
第

一
四
修
正
の
個
人
の
自
由
と
州
の
活
動
に
対
す
る
制
約
と
い
う
概
念
に
み
い

だ
さ
れ
る
に
せ
よ
、
連
邦
地
裁
が
判
断
し
た
よ
う
に
、
第
九
修
正
の
人
民
へ
の
権
利
の
留
保
に
み
い
だ
さ
れ
る
に
せ
よ
―
―

は
、
妊
娠
を

終
了
さ
せ
る
か
否
か
と
い
う
女
性
の
決
定
を
も
含
む
ほ
ど
に
広
汎
で
あ
る
。
こ
の
選
択
を
完
全
に
拒
絶
す
れ
ば
、
州
が
妊
婦
に
課
す
こ
と

に
な
る
損
害
は
明
白
で
あ
る
」

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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し
か
し
、
法
廷
意
見
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
権
利
が
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
退
け
、
州
の
利
益
が
強
度
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
法

律
が
十
分
に
狭
く
起
草
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
規
制
が
支
持
さ
れ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
厳
格
司
法
審
査
に
と
り
か
か
る
。

州
の
第

一
の
主
張
は
、
胎
児
は
第

一
四
修
正
に
い
う

「人
」
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
そ
の
理

由
は
、
憲
法
が

「
人
」
に
言
及
す
る
と
き
、
そ
れ
は
出
生
後
の
適
用
を
前
提
と
し
て
お
り
、
一
九
世
紀
に
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
現
在
よ
り

は
る
か
に
自
由
だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
主
張
は
、
生
命
は
受
精
に
始
ま
り
妊
娠
中
ず

っ
と
存
在
す
る
の
で
、
州
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
制
約
し
う
る
生
命
の
保
護
と
い
う

利
益
を
も

っ
て
い
る
と
す
る
。
法
廷
意
見
は
、
裁
判
所
は
生
命
が
い
つ
始
ま
る
か
決
定
す
る
立
場
に
な
い
と
し
な
が
ら
、
法
の
他
の
分
野
を

み
る
と
、
生
命
が
出
生
以
前
に
始
ま
る
と
い
う
議
論
や
出
生
前
の
者
に
法
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
「要
約

す
れ
ば
、
出
生
前
の
者
は
、
法
に
お
い
て
、
完
全
な
意
味
で
の
人
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
」

も

っ
と
も
、
法
廷
意
見
も
、
州
に
重
要
な
利
益
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
そ
れ
は
、
妊
婦
の
健
康
の
保
護
と
人
間
の
生
命
の
可
能
性

の
保
護
で
あ
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
利
益
は
別
個
の
も
の
で
、
妊
娠
の
あ
る
時
期
に
い
た

っ
て
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の

（８
旦
罵
冒
品
）
と
な
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
期
は
第
１
三
半
期
の
終
わ
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
以
前
で
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
よ
る
死
亡
率
は

通
常
の
出
産
に
よ
る
死
亡
率
よ
り
も
低
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
点
以
降
、
州
は
、
母
親
の
健
康
の
保
護
に
合
理
的
に
関
連
す
る
範
囲
に
お

い
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
手
続
を
規
制
し
う
る
。
そ
れ
は
、
手
術
を
行
な
う
者
の
資
格
・免
許
、
行
な
う
場
合
の
設
備
な
ど
の
要
件
を
含
む
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
期
は
、
独
立
生
存
の
時
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
点
以
降
、
胎
児
は
母
親
の
子
宮
外
で
生
存
す
る

能
力
を
も

つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
州
は
、
母
親
の
生
命

・
健
康
を
保
護
す
る
の
に
必
要
な
場
合
を
除
い
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
禁
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



法
廷
意
見
は
、
こ
の
基
準
に
照
ら
し
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
母
親
の
生
命
を
救
う
目
的
の
み
に
限
定
し
て
い
る
テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
過
度
に

広
汎
で
あ
り
違
憲
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見

（レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
同
調
）
は
、
憲
法
の
文
言
も
歴
史
も
法
廷
意
見
の
判
断
を

支
持
し
な
い
、
さ
ら
に
、
法
廷
意
見
は
、
単
に
、
新
し
い
憲
法
上
の
権
利
を
作
り
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
非
難
し
て
い
る
。

ロ
ー
判
決
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
が
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
含
ま
れ
る
と
し
た
点
、
そ
の
根
拠
を
第

一
四
修
正
の
適
正
手
続

条
項
に
求
め
た
点
、
そ
し
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
州
の
規
制
は
厳
格
司
法
審
査
に
服
す
る
と
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。

ま
ず
、
第

一
の
点
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ズ
ウ
オ
ル
ド
判
決
を
場
所
的
に
限
定
す
る
読
み
方
に
別
れ
を
告
げ
る
も
の
だ

っ
た
。
実
際
、
場
所

的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
、
多
く
の
場
合
、
家
庭
外
で
行
な
わ
れ
る
人
工
妊
娠
中
絶
の
保
護
は
困
難
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（管

一）
方
、
な
ぜ
、
人

工
妊
娠
中
絶
の
自
由
が
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
理
由
づ
け
は
明
確
で
は
な
い
。
法
廷
意
見
は
、
要
す
る
に
、

憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は

「基
本
的
」
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
み
を
含
み
、
そ
れ
は
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
を
含
む
ほ
ど
に
広
汎
な
も

の
だ
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

次
に
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
ま
で
意
図
的
に
避
け
て
き
た
第

一
四
修
正
の
適
正
手
続
条
項
に
、
率
直
に
―
―

「半
影
」
な
ど
と
回
り
く
ど

い
説
明
を
せ
ず
に
―
―
そ
の
根
拠
を
求
め
た
の
は
、
良
く
も
悪
く
も
画
期
的
で
あ
つ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
悪
名
高
い

「実
体
的
適
正

手
続
」
の
復
活
だ
と
い
う
非
難
が
巻
き
起
こ
っ
た
（知
ｒ
か
し
ヽ
一
九
三
七
年
以
前
の
財
産
権
偏
重
の
判
決
に
対
す
る
過
度
の
警
戒
の
あ
ま
り
、

適
正
手
続
条
項
の
実
体
的
側
面
を
狭
く
解
釈
し
よ
う
と
い
う
傾
向
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
離
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ロ
ー
判
決
は
、
立
場
に
よ
つ
て
結
論
の
当
否
に
は
見
解
が
分
か
れ
よ
う
が
、
総
じ
て
そ
の
理
由
づ
け
に
お
い
て
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
な
点

が
あ

つ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る（哩

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）

四
五
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四
六

同
日
に
判
決
が
下
さ
れ
た
ド
ー
半‐

（煙
は
、
ジ
ヨ
‐
ジ
ア
州
の
人
工
妊
娠
中
絶
規
制
法
に
か
か
わ
る
。
州
法
は
、
母
親
の
生
命

。
健
康
に
危

険
が
及
ぶ
場
合
の
ほ
か
、
胎
児
に
重
大
な
障
害
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
妊
娠
が
強
姦
に
よ
る
場
合
に
も
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
許
容
し
て
い

た

（「新
し
い
」
タ
イ
プ
の
規
制
法
、
当
時

一
六
州
で
実
施
）。
こ
れ
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
ロ
ー
判
決
で
示
し
た
基
準
に
従
い
、
違

憲
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
州
法
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
手
続
に
つ
い
て
も
様
々
の
条
件
を
定
め
て
い
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
手
続
の
規
制
に

つ
い
て
も
そ
の
大
部
分
を
違
憲
と
し
た
が
、
特
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
医
師
の
最
善
の
医
学
的
判
断
に
基
づ
い

て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
漠
然
性
ゆ
え
に
違
憲
と
断
じ
た
部
分
で
、
患
者
の
利
益
と
な
る
よ
う
医
師
が
最
善
の
医
学

的
判
断
を
下
す
た
め
に
は
、
裁
量
の
余
地
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（‐６
）
コ
８
´
く

，Ｏ
ｐ
含
ｏ
ｃ
∽

〓
∞
↑
鴫
じ

な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
〓

九
七
五
］
ア
メ
リ
カ
法
一
一
一
頁
に
佐
藤
幸
治
の
解
説
が
あ
る
。

（
”Ｈ
）
とく
目
澪
貯
″∽０
５
ｒ^
ｃ
ｓ
Ｉ
冨
①
・
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●
『，
コ
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・
Ｄ
”
い
０
０
ロ̈
ギ
”０
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“
●
『０
日
Φ
ｏ
ｏ
ｃ
ｕ
Ｆ
】り
ヽ
Ｎ
、り
の
コ
ａ
ｒ
∞
『
工
Ｆ
”
く
。ｒ
・コ
げ
く
・い
い
・∞
Ｎ
‐∞
ω
　
（中０
『
∞
）
・

（
‐８
）
口
Ｆ

↓
ｒ
ｏ
妻
品
３

Ｒ
９
〓
品

く
ｏ
５
＞
ｏ
８
日
″０
ユ

ｏ
ヨ
”
Ｒ

´
妻
ａ
ｐ
ｓ

野
鵬
ｒ
』
褐
ｏ

貧
０
ざ
）
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
法
外
な
保
護
を
与
え
た
ロ
ー

判
決
は
、
そ
の
根
拠
を
憲
法
に
見
い
だ
せ
な
い
点
で
、
実
体
的
適
正
手
続
の
先
駆
け
と
な

っ
た

一
九
〇
五
年
の
ロ
ク
ナ
ー
判
決
と
同
じ
で
あ
る
と
批
判

す
る
。

（
‐９
）
中
絶
支
持
派
の
代
表
格
と
し
て
活
発
に
発
言
し
て
き
た
ト
ラ
イ
ブ
も
、
ロ
ー
判
決
の
結
論
は
正
し
い
が
、
そ
れ
を
支
え
る
理
論
の
弱
さ
を
指
摘
す
る
。

Ｆ

↓
″
口
Ｐ

ヽ
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８
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〓
一　
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス
判
決

（
一
九
七
六
年
Ｙ
Ｉ
Ｉ
州
議
会
は
ロ
ー
判
決
へ
の
抵
抗
を
試
み
る
―
ト

夫
や
両
親
の
同
意
要
件
、
食
塩
羊
水
穿
刺
法
の
禁
止
な
ど

人
工
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
論
争
の
第
ニ
ラ
ウ
ン
ド
は

一
九
七
六
年
の
ダ
ン
フ
オ
ー
ス
牲
処
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
の
人
工

妊
娠
中
絶
に
か
か
わ
る
様
々
の
規
制
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
、
最
高
裁
判
所
は
そ
の
大
部
分
に
つ
い
て
違
憲
と
判
断
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
少
し
背
景
を
説
明
し
た
」
り
ぎ

‐
判
決
に
衝
撃
を
受
け
た
生
命
支
持
派
は
、
主
に
州
議
会
を
タ
ー
ゲ
ツ
ト
に
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
の

成
果
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
州
は
、
建
前
上
ロ
ー
判
決
な
ど
で
違
憲
と
さ
れ
た
タ
イ
プ
の
人
工
妊
娠
中
絶
規
制
法
は
制
定
で
き
な
い
も
の

の
、
実
際
の
効
果
に
お
い
て
は
人
工
妊
娠
中
絶
の
抑
止
に
役
立
つ
い
ろ
い
ろ
な
規
制
法
を
制
定
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
ミ
ズ
ー
リ
州
だ

っ
た
。

具
体
的
に
は
、
配
偶
者
の
同
意
要
件
、
未
成
年
者
に
つ
い
て
の
両
親
の
同
意
要
件
、
術
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
食
塩
羊
水
穿
刺
法
の
禁
止
、

そ
し
て
、
手
術
を
行
な
う
医
師

へ
の
胎
児
の
生
命

・
健
康
保
護
の
た
め
の
注
意
義
務
な
ど
で
あ
る
。
本
件
で
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
が

法
廷
意
見
を
述
べ
た
。

ま
ず
、
母
親
の
生
命
を
救
う
の
に
必
要
で
な
い
か
ぎ
り
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
は
配
偶
者
の
書
面
の
同
意
を
求
め
る
と
い
う
規
定
は
、
エハ
対

三
で
違
憲
と
さ
れ
た
。

法
廷
意
見
の
論
理
は
単
純
明
快
で
あ
る
。
州
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
禁
止
す
る
権
限
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
、
自
ら
が
も

つ
て
い

な
い
権
限
を
第
三
者
に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
生
む
べ
き
か
否
か
と
い
う
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
夫
婦
の
意
見
が
対
立
す

る
の
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
夫
に
拒
否
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
信
頼
が
生
ま
れ
た
り
、
婚
姻
関
係
が
強
め
ら
れ
た

り
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
続
け
る
。
そ
し
て
、
夫
の
同
意
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
妻
は

一
方
的
に
行
動
し
て
い
る
と
い
わ

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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れ
る
だ
ろ
う
が
、

四
八

「
妻
と
夫
が
こ
の
決
定
に
つ
い
て

一
致
で
き
な
い
と
き
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か

一
方
の
見
解
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
両
者
の
う
ち
で
、
実
際
に
子
ど
も
を
生
み
妊
娠
に
よ
っ
て
よ
り
直
接
的
に
影
響
を
受
け
る
の
が
女
性
で
あ
る
以
上
、
バ
ラ
ン
ス
は
彼

女
の
有
利
に
傾
く
」

ま
た
、
脚
注
に
お
い
て
、
「プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
個
人
の
権
利
で
あ
る
」
と
し
た
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ー
ト
判
（理

を
引
用
し
た
う
え
で
、
配

偶
者
の
同
意
要
件
は
、
生
む
べ
き
か
否
か
の
決
定
に
夫
を
参
加
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
妻
の
妊
娠
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
夫
の
利
益

を
、
妊
娠
を
終
了
さ
せ
よ
う
と
す
る
妻
の
利
益
に
対
し
て
、
常
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
て
い
る
。

次
に
、
母
親
の
生
命
を
救
う
の
に
必
要
で
な
い
か
ぎ
り
、
一
人
歳
未
満
の
未
婚
の
女
性
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
は
、
両
親
ま
た
は
後
見
人
の

同
意

（
一
人
が
同
意
す
れ
ば
足
り
る
）
を
求
め
る
と
い
う
規
定
は
、
五
対
四
で
違
憲
と
さ
れ
た
。

法
廷
意
見
は
、
配
偶
者
の
同
意
要
件
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る

（も

っ
て
い
な
い
権
限
を
第
三
者
に
委
任
で
き
な
い
）
と
し
な
が
ら
、
未

成
年
者
も
憲
法
上
の
権
利
の
主
体
で
は
あ
る
が
、
先
例
に
よ
れ
ば
、
未
成
年
者
に
対
し
て
は
、
成
人
に
対
し
て
よ
り
も
、
州
の
規
制
権
限
は

広
い
と
し
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
両
親
の
同
意
に
か
か
ら
し
め
る
州
の
利
益
の
存
否
を
検
討
す
る
。
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
族
の
団
結

と
両
親
の
権
威
の
確
保
で
あ
る
が
、
法
廷
意
見
は
、
い
ず
れ
も
、
両
親
に
拒
否
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
親
に
い
か
な
る
利
益
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
妊
娠
す
る
ほ
ど
に
成
熟
し
た
未
成
年
者
の
権
利
よ
り
重
い

も
の
で
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
２
三
半
期
に
お
け
る
食
塩
羊
水
穿
刺
法
の
禁
上
に
つ
い
て
は
、
エハ
対
三
で
違
憲
と
さ
れ
た
。
州
が
こ
の
術
法
を
禁
止
し
た
理
由

は
、
母
親
の
健
康
に
有
害
だ
か
ら
と
い
う

一
点
に
尽
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
第
２
三
半
期
の
人
工
妊
娠
中
絶
の
七
〇
％
前

後
が
こ
の
術
法
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、
よ
り
安
全
と
さ
れ
る
術
法
は
ま

‐
だ

一
般
的
で
は
な
い
こ
と
、
食
塩
羊
水
穿
刺
法
よ
り
も
危
険
と
さ
れ



て
い
る
術
法
を
禁
上
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
、
州
の
説
明
や
連
邦
地
裁
の
合
憲
判
決
に
疑
間
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
、
結
論
と

し
て
は
、
食
塩
羊
水
穿
刺
法
の
禁
止
は
、
母
親
の
健
康
の
保
護
に
関
し
て
、
合
理
的
な
規
制
と
は
い
え
ず
、
反
対
に
、
第
２
三
半
期
の
人
工

妊
娠
中
絶
の
大
半
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
不
当
で
恣
意
的
な
規
制
と
し
て
、
違
憲
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。

最
後
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
手
術
に
あ
た

っ
て
の
、
胎
児
の
生
命

・
健
康
を
保
護
す
る
医
師
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
エハ
対
三
で
違
憲

と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
注
意
義
務
が
胎
児
の
独
立
生
存
の
時
点
以
降
に
お
い
て
の
み
必
要
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
規
定

を
普
通
に
読
め
ば
、
妊
娠
の
ど
の
段
階
で
あ
れ
医
師
に
注
意
義
務
を
課
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
の
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
あ
た

っ
て
妊
婦
に
事
前
の
書
面
の
同
意
を
求
め
る
規
定
や
医
療
機
関
や
医
師
に
記
録
の
保
管
な

ど
を
求
め
る
規
定
な
ど
に
つ
い
て
は
全
員

一
致
で
合
憲
と
さ
れ
た
。

バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
及
び
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
が
同
調
す
る
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
す
べ
て
の
規
定
が
合
憲
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
裁
判
官
は
、
未
成
年
者
に
つ
い
て
の
両
親
の
同
意
要
件
は
合
憲
で
あ
る
と
す
る

一
部
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

ダ
ン
フ
オ
ー
ス
判
決
は
、
ロ
ー
判
決
が
承
認
し
た
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
を
確
認
し
発
展
さ
せ
る
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
判
決
は
、
特
に
、

次
の
よ
う
な
意
義
を
も

つ
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第

一
に
、
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
、
家
族
な
ど
の
親
密
な
関
係

へ
の
政
府
の
介
入
排
除
を
要
求
す
る
権
利
に
と
ど
ま
ら
ず
、
何
よ

り
も
個
人
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
夫
婦
や
親
子
の
関
係
に
お
い
て
意
思
決
定
権
者
は
だ
れ
か
と
い

う
点
に
関
し
て
、
伝
統
的
な
考
え
方
と
訣
別
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
判
決
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
憲
法
的
保
護
に
と

つ

（２４
）

て
、
非
常
に
重
要
な
判
決
で
あ
る
と

い
え
る
。

た
だ
し
、
ロ
ー
判
決
で
は
二
人

（ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
及
び
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
）
だ
っ
た
反
対
意
見
に
、
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
が

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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加
わ
り
票
差
が
接
近
し
て
き
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
」
鬱

五
〇

（
２‐
）
「
Ｆ
日
お
０
”
円
ｏ
ユ
〓
ｏ
ｏ
●
ｏ
』
〓
げ
∽
９
三
中メ

∪
巴
Ｌ
８
Ｌ
ｒ・
ヽ
Ｎ
∞
Ｃ
あ
・
い
Ｎ

倉
り
ヽ
い
γ

（
２２

）
ｒ
』

易

日

２

”

い

パ

〕
●
巨

Ｆ

・
日
目

∽
胃

日

目

ｏ
８

胃

”

ｒ
８

卜

Ｏ

Ｆ

ｚ
８

ド

ア

ヽ

貧

０
０
Ｎ
〉

（２３
）
日
Ｆ
ｏａ
ｓ
Ｐ
メ
リ
砕

，
卜
ｏ
い
ｃ
∽

お
∞
（３
ｄ
γ

こ
の
判
決
で
は
、
避
妊
の
自
由
が
未
婚
者
に
つ
い
て
争
わ
れ
、
最
高
裁
判
所
は
、
エハ
対

一
で
、
既
婚
者

・

未
婚
者
を
問
わ
ず
、
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
認
め
た
。
そ
の
こ
と
で
、
婚
姻
と
い
う
関
係
や
家
庭
と
い
う
場
所
の
文
脈
で
は
な
く
、
個
人
の
権

利
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
確
立
し
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。
■
寿
ゴ
∽ｏ”
”
重
要
ｐ
旨
●
轟
目
ｏ
８
馬
Ъ
け
田
ｐ

（２４
）
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス
判
決
で
、
一
連
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
判
決
は
頂
点
に
達
し
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
〓
」「
を
一■

Ｘ
Ｐ
Ｎ
だ

（３
ミ
‐ざ
γ

（２５
）
こ
れ
に
関
連
し
て
、
表
面
上
は
、
中
絶
支
持
派
に
と
っ
て
の
大
き
な
勝
利
だ
っ
た
が
、
ロ
ー
判
決
か
ら
の
後
退
の
第

一
歩
は
ダ
ン
フ
オ
ー
ス
判
決
に
始

ま
っ
た
と
い
う
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
中
絶
支
持
派
は
、
最
高
裁
判
所
が
こ
の
中
絶
規
制
法
を
全
体
と
し
て
違
憲
と
判
断
し
、
州
議
会
へ
の
も

っ
と
強

力
な
シ
グ
ナ
ル
を
送
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
ｒ
』
晨
目
２
”
〓
♂
目
さ
嗜」
ｃ
づ
國
ョ
ｏぉ
曽
・牌
曽
０
‐８
・

四
　
メ
ィ
ハ
ー
判
決

（
一
九
七
七
年
）
―
―
生
命
支
持
派
の
初
め
て
の
勝
利

一
九
七
七
年
の
メ
イ
ハ
ー
判
（翅

に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
の
拡
張
に
、
初
め
て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
事
案
に
か
か
わ
る
。

連
邦
社
会
保
障
法
第

一
九
編
の
国
民
医
療
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ヶ
イ
ド
）
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
州
が
、



連
邦
の
資
金
に
よ

っ
て
、
必
要
な
人
々
に
医
療
上
の
給
付
を
行
な
う
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
７
不
チ
カ
ッ
ト
州
は
、
州
福
祉
省
の
規
則
に

よ

っ
て
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
人
工
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
給
付
を
医
学
上
必
要
な
人
工
妊
娠
中
絶
に
限
定
し
て
い
た
。
こ
の
規
定
の

合
法
性

・
合
憲
性
を
争
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
連
邦
地
裁
は
、
第

一
九
編
は
非
治
療
的
人
工
妊
娠
中
絶
に
も
給
付
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
と

判
示
し
た
。
上
訴
を
受
け
た
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
こ
の
争
点
に
つ
い
て
、
第

一
九
編
は
非
治
療
的
人
工
妊
娠
中
絶
へ
の
給
付
を
許
容
は
し

て
い
る
が
義
務
づ
け
て
は
い
な
い
と
判
断
し
て
、
事
件
を
差
し
戻
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
今
度
は
、
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
妊
娠

。
出
産
に
か

か
わ
る
医
療
上
の
給
付
を
し
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
て
、
非
治
療
的
人
工
妊
娠
中
絶
を
除
外
す
る
こ
と
は
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判

断
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
エハ
対
三
で
、
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
原
告
の
主
張
の
要
点
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
と
出
産
と
は
平
等
に
取
り
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

一
方
に
の
み
給
付
を
行
な
い
優
遇
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
先
例
が
示
す
平
等
保
護
条
項
の
分
析
方
法
に
従

っ
て
、
ま
ず
、
こ
の
州
法
が

コ
遅
憲
の
疑
い
が
あ
る

分
類
」
（〓
∽づ
８
一
ｏ】，
８
５
ｏ３
い０
こ

を
し
て
い
る
か
検
討
す
る
。
貧
困
者
に
社
会
保
障
上
の
給
付
を
し
な
い
結
果
、
そ
の
支
払
い
を
自
ら
で
き

る
者
と
の
比
較
に
お
い
て
、
差
異
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は

「違
憲
の
疑
い
が
あ
る
分
類
」
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
次
の

争
占
いに
移
る
。

「本
件
の
中
心
的
問
題
は
、
こ
の
規
則
が

『憲
法
が
明
示
的
ま
た
き
黙
示
的
に
保
護
す
る
基
本
的
権
利
を
侵
害
す
る
』
か
、
で
あ
る
」
。
法

廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
「連
邦
地
裁
は
、
ロ
ー
判
決
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
基
本
的
権
利
の
性
質
と
範
囲
を
誤

っ
て
理
解
し
た
」
。
で
は
、
ど
う

読
む
べ
き
な
の
か
。

「
こ
れ
ら
の
判
決

［
ロ
ー
判
決
と
そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
判
決
］
は
、
政
府
の
強
制
か
ら
自
由
な

『あ
る
種
の
重
要
な
決
定
を
下
す
と
い

う
』
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
承
認
し
て
い
る
。
…
…
ロ
ー
判
決
の
権
利

［
の
性
質
と
範
囲
］
を
理
解
す
る
に
は
、
女
性
の
権
利
と
そ

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

一
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五
二

れ
に
対
す
る
州
の
干
渉
の
性
質
の
双
方
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
判
決
は
、
連
邦
地
裁
が
考
え
た
よ
う
に
、
無
条
件
の

『人

工
妊
娠
中
絶
の
憲
法
上
の
権
利
』
を
宣
言
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
権
利
は
、
妊
娠
を
終
了
さ
せ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
自

由
に
対
す
る
不
当
に
重
い
干
渉
か
ら
女
性
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
よ
り
も
出
産
を
支
持
す
る
価
値
判

断
を
下
し
、
公
の
資
金
の
配
分
に
よ
っ
て
こ
の
価
値
判
断
を
実
現
す
る
州
の
権
限
に
な
ん
ら
制
約
を
加
え
て
い
な
い
」

法
廷
意
見
は
、
７
不
チ
カ
ッ
ト
州
が
出
産
に
給
付
を
与
え
て
も
与
え
な
く
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
希
望
す
る
女

性
に
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
人
工
妊
娠
中
絶
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
障
害
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
理
由
づ
け
て
、

「
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
規
則
は
、
ロ
ー
判
決
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
基
本
的
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
法
廷
意
見
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
活
動
に
直
接
介
入
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
活
動
の
う
ち
で
公
の
利
益
に
合
致
す

る
も
の
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
問
題
の
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
、
一
一つ
の
先
例
を
引
い
て
説

明
し
て
い
る
。
メ
イ
ヤ
ー
判
（勲
ぼ
、
初
等
教
育
の
最
初
の
八
年
間
に
外
国
語
を
教
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
州
法
を
違
憲
と
し
た
が
、
こ
の
な

か
で
、
最
高
裁
判
所
は
、
公
立
学
校
に
お
い
て
は
、
英
語
を
教
え
ド
イ
ツ
語
を
教
え
な
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
っ
て
も
問
題
な
い
と
し
て
い

（２８
）

る
。
ま
た
、
ビ
ア
ー
ス
判
決
は
、
子
ど
も
を
公
立
学
校
に
通
学
さ
せ
る
よ
う
強
制
す
る
州
法
を
違
憲
と
し
た
が
、
一
九
七
三
年
の
ノ
ア
ウ
ッ

ド
判
（地

に
お
い
て
、
私
立
学
校
の
禁
止
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
平
等
保
護
の
問
題
と
し
て
、
私
立
学
校
に
も
公
立
学
校
と
同
様
の

援
助
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

残
さ
れ
た
問
題
は
、
こ
の
規
則
が
合
理
性
の
テ
ス
ト
を
満
足
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
簡
単
で
あ
る
。
ロ
ー
判
決
自
体
が
認
め
る

よ
う
に
、
州
は
胎
児
の
生
命
を
保
護
す
る
と
い
う
強
度
の
利
益
を
も
っ
て
い
る
し
、
正
常
な
出
産
を
奨
励
す
る
と
い
う
強
度
で
か
つ
正
当
な

利
益
を
も

っ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
「出
産
に
伴
う
費
用
の
補
助
は
、
出
産
を
奨
励
す
る
合
理
的
な
手
段
で
あ
る
」

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見

（
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
及
び
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
同
調
）
は
こ
の
規
則
を
違
憲
と
す
る
が
、
判
断
の
分



か
れ
日
は
、
基
本
的
権
利
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ト
権
の
侵
害
を
認
め
い
わ
ゆ
る
厳
格
司
法
審
査
を
要
求
す
る
点
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官

は
そ
の
理
由
を
先
例
に
求
め
る
。
前
年
の
シ
ン
グ
ル
ト
ン
半‐

（地
で
は
ヽ
最
高
裁
判
所
の
多
数
派
は
、
本
件
の
法
廷
意
見
が
述
べ
る
区
別
の
方

法
を
拒
否
し
た
。
さ
ら
に
、
ド
ー
判
決
以
下
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
か
か
わ
る
判
決
に
お
い
て
、
絶
対
的
禁
上
に
至
ら
な
く
て
も
権
利
侵
害
を

認
め
違
憲
と
判
断
し
た
。
最
後
に
、
他
の
基
本
的
権
利
に
か
か
わ
る
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
厳
格
司
法
審
査
が
、
こ
う
し
た
権
利
の
全
面
否
定

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
行
使
を
よ
り
困
難
に
す
る
制
約
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

同
日
に
判
決
が
あ

っ
た
、
ポ
ー
ル
カ
ー
判
（た

は
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
市
の
市
立
病
院
が
、
出
産
に
は
公
費
に
よ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
う

一
方
で
、
非
治
療
目
的
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
は
、
有
償
で
も
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
が
合
憲
か
違
憲
か
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
は
、
や
は
り
、エハ
対
三
で
、
合
憲
の
判
断
を
示
し
た
。
無
署
名
意
見

（０
９
ｏｃ
静
目
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
メ
イ
ハ
ー
判
決
の
法
廷
意
見
に
お
い
て
示
し
た
理
由
に
よ
り
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
市
が
政
策
的
選
択
と
し
て
、
出
産
に
は
公
の
資
金
に
よ

る
病
院
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
非
治
療
目
的
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
憲

法
違
反
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
」

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見

（
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
及
び
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
同
調
）
は
、
「本
件
で
は
、
妊
娠
の
終
了
を
自
由
に

選
択
す
る
と
い
う
女
性
の
基
本
的
権
利
が
、
市
当
局
の
道
徳
的
理
由
に
よ
る
、
選
択
的
人
工
妊
娠
中
絶
へ
の
反
対
に
基
づ
く
意
図
的
な
政
策

を
通
じ
て
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
市
に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
た
」
と
し
て
、
原
判
決

（違
憲
判
決
）
の
維
持
を
主
張
す
る
が
、
法
廷
意
見
の
問
題
点

と
し
て
、
特
に
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

第

一
は
、
公
立
病
院
が
人
工
妊
娠
中
絶
の
手
術
を
行
な
わ
な
い
結
果
、
病
院
外
で
行
な
わ
れ
る
人
工
妊
娠
中
絶
が
増
加
す
れ
ば
、
人
工
妊

娠
中
絶
に
か
か
わ
る
危
険
が
増
す
。
こ
れ
は
、
第
２
三
半
期
に
は
母
親
の
健
康
を
保
護
す
る
目
的
で
の
み
州
の
規
制
を
許
容
し
た
ロ
ー
判
決

と
矛
盾
す
る
。
第
二
は
、
公
立
病
院
が
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
医
療
機
関
で
あ
る
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
政
策
に
よ
っ

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

て
、
貧
乏
人
で
あ
れ
金
持
ち
で
あ
れ
、
事
実
上
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
不
可
能
に
な
る
。

三
つ
目
の
ビ
ー
ル
半‐

（型
の
争
点
は
、
や
は
り
、
国
民
医
療
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
た
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
が
非
治
療
目
的
の
人

工
妊
娠
中
絶
に
は
給
付
し
な
い
こ
と
が
、
連
邦
社
会
保
障
法
第

一
九
編
に
違
反
す
る
か
で
あ

っ
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
前
の
二
件
と
同
じ
意

見
の
分
か
れ
方
で
、
合
法
と
判
断
し
た
。

双
方
の
意
見
の
応
酬
は
、
反
対
意
見
に
論
理
的

一
貫
性
が
感
じ
ら
れ
る
（鶴

一）
二
判
決
の
法
廷
意
見
は
先
例
を
曲
解
し
、
平
等
保
護
の
意
味
を

誤
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
平
等
保
護
に
基
づ
く
主
張
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
と
出
産
の
比
較
、
つ
ま
り
、
両
者

を
同
等
に
取
り
扱

っ
て
い
る
か
が
中
心
的
な
争
点
で
あ

っ
て
、
法
廷
意
見
の
よ
う
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
だ
け
取
り
上
げ
て
論
ず
る
の
は
的
外

れ
で
あ
る
。
も
し
、
い」う
し
た
こ
と
が
、
他
の
領
域
に
も
及
ぶ
な
ら
、
政
府
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
反
対
の
行
為
に
利

益
を
供
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
権
利
章
典
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
ロ
ー
判
決
以
下
の
判
決
に
、
人
工

妊
娠
中
絶
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
自
由
だ
が
平
等
保
護
に
よ
る
こ
う
し
た
保
障
ま
で
は
含
ま
な
い
と
い
う
説
明
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
は
、
一二
判
決
の
事
案
が
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
出
産
よ
り
も
不
利
に
取
り
扱

っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
プ
ロ
グ

ラ
ム
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
が
し
ば
し
ば
性
差
別
事
件
な
ど
で
と

っ
て
き
た
、
制
定
法
の
真

の
立
法
目
的
を
探
る
と
い
う
作
業
を
行
な
え
ば
、
一二
判
決
に
お
け
る
政
府
の
目
的
は
、
端
的
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
抑
制
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
、
ポ
ー
ル
カ
ー
判
決
に
、
こ
の
点
は
あ
て
は
ま
る
。

先
例
と
の
調
和
的
な
説
明
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
重
大
な
問
題
を
も
ち
な
が
ら
も
、
最
高
裁
判
所
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
は
そ
れ
に

制
約
を
加
え
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
出
産
よ
り
も
不
利
に
取
り
扱
う
の
は
か
ま
わ
な
い
と
判
断
し
た
。

三
判
決
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
消
極
的
姿
勢
は
、
最
高
裁
判
所
が
、
社
会
保
障
の
領
域
、
な
か
ん
ず
く
、
財
政
の
問
題
で
は
、
政
府
の
や

り
方

へ
の
介
入
を
控
え
て
き
た
こ
と
の

一
環
と
し
て
、
一
応
は
説
明
で
き
よ
う
（り
Ｊ

た
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
が

「基
本
的
権
利
」
で
あ



る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
の

「基
本
的
権
利
」
未
満
の
保
護
し
か
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
人
工
妊
娠
中

絶
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
世
論
に
お
い
て
、
激
し
い
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る（唖

（
２６
）
〓
」
お
『
´
”
ｏ
ｐ
ヽ
∞
Ｎ
Ｃ
あ
・
Ａ
ド

（中
Ｏ
Ｎ
Ｎ
γ
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〓
Ｑ
ｑ

´
ｚ
ｏ
げ
Φ
圏
σ
ヽ
Ｓ

ｃ
∽

毬
ｏ

含
８
じ

・

（
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）
コ
ｏ
８
ｏ
メ
∽
ｏ
ｏ
お
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Ｒ
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∞
Ｃ
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い
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ｏ
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Ｏ
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五
　
ベ
ロ
ッ
テ
ィ
判
決

（
一
九
七
九
年
）
―
―

両
親
の
同
意
要
件
、
再
び
違
憲
―
―
中
絶
支
持
派
の
不
確
か
な
勝
利

未
成
年
者
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
両
親
の
同
意
に
か
か
ら
し
め
る
州
法
の
合
憲
性
が
再
び
争
わ
れ
た
の
が

一
九
七
九
年
の
ベ
ロ
ッ

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

（
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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六

テ
ィ
半‐

（理
で
ぁ
る
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
は
、
一
八
歳
未
満
の
未
婚
女
性
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
両
親

（複
数
い
れ
ば
す
べ
て
）
の
同
意

を
要
件
と
し
、
両
親
が
拒
否
す
る
場
合

（片
方
が
拒
否
す
る
場
合
を
含
む
）
州
上
級
裁
判
所
が
必
要
な
同
意
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
い
た
。
こ
の
州
法
の
合
憲
性
を
争
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
連
邦
地
裁
は
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
上
訴
を
受
け
た
最
高
裁
判
所
は
、
州
法
の

解
釈
に
よ

っ
て
は
、
憲
法
判
断
を
回
避
し
得
る
と
し
て
、
州
法
の
意
味
を
州
最
高
裁
判
所
に
確
認
す
る
よ
う
に
命
じ
た
（
電

連
邦
地
裁
は
、
州
最
高
裁
判
所
に
、
い
く
つ
か
の
争
点
を
質
問
し
た
が
、
そ
の
う
ち
州
法
の
合
憲
性
に
重
要
な
の
は
二
つ
で
あ
る
。
第

一

は
、
州
上
級
裁
判
所
が
、
そ
の
未
成
年
者
が
人
工
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
の
判
断
能
力
が
あ
る
と
認
定
し
た
場
合
で
も
、
反
対
の
決
定
が
ベ

タ
ー
で
あ
る
と

い
う
認
定
に
基
づ
い
て
同
意
を
拒
否
し
得
る
か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。
州
最
高
裁
判
所
は
、
未
成
年
者
の
最
善
の
利
益
が
人

工
妊
娠
中
絶
に
よ

っ
て
か
な
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
し
た
。
第
二
は
、
未
成
年
者
は
、
両
親
に
相
談
す
る

こ
と
な
く
―
―

つ
ま
り
、
両
親
に
妊
娠
し
た
こ
と
を
知
ら
れ
ず
に
、
裁
判
所
に
同
意
を
求
め
得
る
か
と
い
う
質
問
で
、
州
最
高
裁
判
所
は
、

裁
判
所
の
同
意
を
求
め
る
に
は
、
最
初
に
両
親
に
同
意
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
、
裁
判
所
は
、
裁
判
所
に
よ
る
同
意
手
続
を
行
な
う
場

合
、
こ
れ
を
両
親
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
釈
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
再
び
、
こ
の
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
人
対

一
で
、
原
判
決
を
維
持
し
た
が
、
意
見
が
分
か
れ
て
法
廷
意
見
は
構
成
さ
れ
な
か

っ
た
。

パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
相
対
多
数
意
見
は
、
例
に
よ

っ
て
先
例
を
回
顧
し
、
未
成
年
者
の
憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る

一
般
原
則
を
示
す
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
未
成
年
者
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
憲
法
上
の
保
護
を
否
定
さ
れ
な
い
が
、
成
人
の
そ
れ
と
同

一
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
は

三
つ
あ
る
。

第

一
は
、
子
ど
も
特
有
の
傷
つ
き
や
す
さ
に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
。
相
対
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
未
成
年
者
は
、
第

一
四
修
正
に
よ
る
適

正
手
続
の
保
障
を
は
じ
め
、
刑
事
手
続
上
の
様
々
な
保
護
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
、
成
人
の
権
利
と
同

一
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
異
な

っ
た
取
り
扱
い
を
受
け
る
例
と
し
て
、
少
年
裁
判
所
の
存
在
や
、
未
成
年
者
は
陪
審
審
理
の
権
利
を
有
し
な
い
こ



と
を
挙
げ
る
。

第
二
は
、
未
成
年
者
が
、
重
大
な
結
果
を
伴
う
重
要
な
決
定
を
下
す
能
力
を
欠
く
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
性
的
な

雑
誌

（わ
い
せ
つ
に
は
あ
た
ら
な
い
）
を
未
成
年
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
州
法
が
支
持
さ
れ
た
例
を
挙
げ
る
。

第
三
は
、
子
ど
も
の
養
育
に
あ
た
っ
て
の
両
親
の
指
導
的
役
割
の
重
要
性
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
未
成
年
者
に
よ
る
重
要
な
決
定
に
両

親
の
同
意
や
関
与
が
求
め
ら
れ
て
い
る
例

（婚
姻
な
ど
）
や
、
両
親
が
子
ど
も
を
育
て
る
権
限
に
州
は
敬
意
を
払

っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
未
成
年
者
の
権
利
が
、
両
親
の
役
割
に
よ
つ
て
制
約
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
個
人
の
自
由
の
伝
統
と
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
前
提
と
な
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
フ」う
し
た
原
則
を
念
頭
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
法
的
制
約
の
合
憲
性
が

一
般
的
に
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
工
妊

娠
中
絶
の
選
択
が
、
婚
姻
と
異
な
り
、
延
期
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
ロ
ー
判
決
が
指
摘
す
る
、
こ
の
自
由
が
否
定
さ
れ
た

場
合
に
女
性
が
こ
う
む
る
不
利
益
は
、
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
緩
和
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
一
層
重
い
も
の
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

人
工
妊
娠
中
絶
が
未
成
年
者
に
と
っ
て
最
善
の
選
択
で
な
い
場
合
が
あ
る
に
し
て
も
、
第
三
者
に
絶
対
的
な
拒
否
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法

違
反
で
あ
り
、
州
は
、
両
親
の
同
意
を
要
件
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
に
か
わ
る
訴
訟
手
続
を
も
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
相
対
多
数
意
見
は
、
こ
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
未
成
年
者
は
、
①
両
親
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、
医
師
と
相
談
し
て
人
工

妊
娠
中
絶
の
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
成
熟
し
か
つ
事
情
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
、
②
彼
女
が
こ
の
決
定
を
下
す
こ
と

が
で
き
な
く
て
も
、
人
工
妊
娠
中
絶
か
彼
女
の
最
善
の
利
益
に
あ
た
る
こ
と
、
の
い
ず
れ
か
を
証
明
す
る
権
利
が
あ
る
―
―

ど
ち
ら
か
を
証

明
す
れ
ば
人
工
妊
娠
中
絶
が
で
き
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
こ
の
手
続
及
び
上
訴
に
お
い
て
は
、
匿
名
性
と
迅
速
性
と
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
照
ら
し
て
、
州
最
高
裁
判
所
が
解
釈
し
た
州
法
の
合
憲
性
を
検
討
し
て
い
る
。
相
対
多
数
意
見
は
、
州
法

人
工
妊
娠
中
絶
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
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は
、
い
く

つ
か
の
点
で
、
上
述
の
要
求
を
満
足
す
る
が
、
な
お
欠
け
て
い
る
点
も
あ
る
と
す
る
。

ま
ず
、
両
親

へ
の
相
談

・
通
知
の
要
件
で
あ
る
。
相
対
多
数
意
見
は
、
未
成
年
者
が
裁
判
所

へ
行
く
権
利
を
妨
害
す
る
親
が
い
る
の
で
、

裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る
法
的
権
利
の
存
在
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
こ
の
要
件
は
違
憲
で
あ
り
、
す
べ
て
の
未
成
年
者
は
、
望
む
な
ら
ば
、

両
親
に
相
談
す
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
直
接
裁
判
所
へ
行
く
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

次
に
、
未
成
年
者
が
十
分
成
熟
し
て
い
る
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
同
意
を
拒
否
で
き
る
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
相
対
多
数
意
見

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
権
利
の
特
異
な
性
格
に
鑑
み
、
未
成
年
者
は
、
十
分
成
熟
し
て
い
る
こ
と
を
裁
判
所
に
納

得
さ
せ
れ
ば
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
決
定
を
独
立
し
て
下
す
権
利
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
要
件
を
違
憲
と
判
断
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
、

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
裁
判
官
の
結
果
的
同
意
意
見

（ブ
レ
ナ
ン
、

マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
各
裁
判
官
同
調
）
は
、
本
件
の
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
と
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス
判
決
の
ミ
ズ
ー
リ
州
法
と
の
相
違
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
違
憲
の
結
論
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
裁
判
官
は
、
未
成
年
者
に
と

っ
て
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
、
実
際
上
両
親
の
同
意
を
得
る
こ
と
以
上
に
困
難
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
、
未
成
年
者
が
成
熟
し
て
い
る
場
合
に
も
第
三
者
１
１

両
親
で
あ
れ
裁
判
所
で
あ
れ
―
―

に
拒
否
権
を
認
め
る
こ
と
は
憲

法
違
反
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
相
対
多
数
意
見
が
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
本
件
の
解
決
に
は
不
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
へ
の

同
意
を
拒
ん
で
い
る
。

本
判
決
は
、
全
体
と
し
て
、
ダ
ン
フ
オ
ー
ス
判
決
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス
判
決
は
、
未
成
年
者

に
つ
い
て
の
両
親
の
同
意
要
件
を
違
憲
と
し
た
が
、
本
判
決
の
相
対
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
違
憲
と
さ
れ
る
の
は
絶
対
的
な
拒
否
権
で
あ

っ

て
、
適
切
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
違
憲
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
両
親
の
同
意
要
件
と
裁
判
所
の
同
意
要

件
と
を
区
別
し
な
い
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
裁
判
官
の
結
果
的
同
意
意
見
が
、
最
高
裁
判
所
の
見
解
と
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
も
み
て
と
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
州
法
が
違
憲
と
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
対
多
数
意
見
も
、
両
親

へ
の
相
談

・
通
知
の
要
件
に
関
す
る



部
分
で
、
子
ど
も

の
自
律
を
相
当
広
く
認
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
人
工
妊
娠
中
絶
の
特
異
性

（延
期
で
き
な
い
、
認
め
な
か

っ
た
と

き

の
害
が
大
き

い
）
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
領
域
で
は
、
未
成
年
者

の
意
志
決
定
を
尊
重
す
る
立
場
に
あ
る
と

い

えヽ
卜
や
つ
。
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